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暴力団情勢と対策
～企業・行政対象暴力の現状～暴力団相談電話一覧表

都道
府県

暴追センター 警察本部

名　　称 電話番号 電話番号

北海道 北海道暴力追放センター 011-271-5982 011-222-0200

青森 青森県暴力追放県民センター 017-723-8930 ♯9110

岩手 岩手県暴力団追放推進センター 019-624-8930 ♯9110

宮城 宮城県暴力団追放推進センター 022-215-5050 022-222-8930

秋田 暴力団壊滅秋田県民会議 018-824-8989 ♯9110

山形 山形県暴力追放運動推進センター 023-633-8930 023-622-4525

福島 福島県暴力追放運動推進センター 024-572-6960 ♯9110

茨城 茨城県暴力追放推進センター 029-228-0893 029-301-0110

栃木 栃木県暴力追放県民センター 028-627-2600 ♯9110

群馬 群馬県暴力追放運動推進センター 027-254-1100 027-223-9386

埼玉 埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター 048-834-2140 ♯9110

千葉 千葉県暴力団追放県民会議 043-254-8930 043-201-0110

東京 暴力団追放運動推進都民センター 03-3291-8930 03-3580-2222

神奈川 神奈川県暴力追放推進センター 045-201-8930 045-671-9988

新潟 新潟県暴力追放運動推進センター 025-281-8930 ♯9110

山梨 山梨県暴力追放運動推進センター 055-227-5420 ♯9110

長野 長野県暴力追放県民センター 026-235-2140 026-235-1224

静岡 静岡県暴力追放運動推進センター 054-283-8930 054-254-8930

富山 富山県暴力追放運動推進センター 076-421-8930 076-442-0110

石川 石川県暴力追放運動推進センター 076-247-8930 076-266-1100

福井 福井県暴力追放センター 0776-28-1700 0776-21-4110

岐阜 岐阜県暴力追放推進センター 058-277-1613 058-274-7444

愛知 愛知県暴力追放運動推進センター 052-883-3110 052-951-7700

三重 暴力追放三重県民センター 059-229-2140 059-228-8704

都道
府県

暴追センター 警察本部

名　　称 電話番号 電話番号

滋賀 滋賀県暴力団追放推進センター 077-525-8930 077-527-2140

京都 京都府暴力追放運動推進センター 075-451-8930 075-451-6888

大阪 大阪府暴力追放推進センター 06-6946-8930 06-6941-1166

兵庫 暴力団追放兵庫県民センター 078-362-8930 0120-20-8930

奈良 奈良県暴力団追放県民センター 0742-24-8374 0742-25-0110

和歌山 和歌山県暴力追放県民センター 073-422-8930 073-432-0110

鳥取 鳥取県暴力追放センター 0857-21-6413 0857-27-9110

島根 島根県暴力追放県民センター 0852-21-8938 0852-21-9302

岡山 岡山県暴力追放運動推進センター 086-233-2140 086-233-8930

広島 暴力追放広島県民会議 082-228-5050 082-228-0110

山口 山口県暴力追放運動推進センター 083-923-8930 083-928-8704

徳島 徳島県暴力追放県民センター 088-677-8930 088-626-0110

香川 香川県暴力追放運動推進センター 087-837-8889 087-831-8930

愛媛 愛媛県暴力追放推進センター 089-932-8930 089-931-9110

高知 暴力追放高知県民センター 088-871-0002 088-822-8930

福岡 福岡県暴力追放運動推進センター 092-651-8938 092-622-0704

佐賀 佐賀県暴力追放運動推進センター 0952-23-9110 0952-24-0110

長崎 長崎県暴力追放運動推進センター 095-825-0893 0120-110874

熊本 熊本県暴力追放運動推進センター 096-382-0333 096-381-0110

大分 大分県暴力追放運動推進センター 097-538-4704 097-537-3110

宮崎 宮崎県暴力追放センター 0985-31-0893 0985-27-7110

鹿児島 鹿児島県暴力追放運動推進センター 099-224-8601 099-206-0110

沖縄 暴力団追放沖縄県民会議 098-858-8930 098-862-0007

※2023年4月1日　現在
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■指定暴力団分布図（25団体）

注1： 本表の｢名称｣、｢主たる事務所の所在地｣、｢代表する者｣、「勢力範囲」及び「構成員数」は、令和４年末現在のものを示しています。
ただし、五代目工藤會の「勢力範囲」については、令和５年２月 28 日現在のものを示しています。

　2： 令和４年末における全暴力団構成員数(約1万1,400人)に占める指定暴力団構成員数(約1万1,000人)の比率は96.5％となっています。

二代目
あずまぐみ

東 組
（勢力範囲：１府）
（構成員数：約80人）
大阪府大阪市西成区山王1-11-8
代表する者　滝本　博司

十代目
さかうめぐみ

酒梅組
（勢力範囲：１府）
（構成員数：約20人）
大阪府大阪市西成区太子1-3-17
代表する者　李　正秀

五代目
あさのぐみ

浅野組

いけだぐみ

池田組

（勢力範囲：２県）
（構成員数：約60人）
岡山県笠岡市笠岡615-11
代表する者　中岡　豊

五代目
くどうかい

工藤會
（勢力範囲：４県）
（構成員数：約230人）
福岡県北九州市小倉北区宇佐町1-8-8
代表する者　野村　悟

七代目
あいづこてつかい

会津小鉄会
（勢力範囲：１道１府）
（構成員数：約40人）
京都府京都市左京区一乗寺塚本町
21-4
代表する者　金　元

どうじんかい

道仁会
（勢力範囲：４県）
（構成員数：約370人）
福岡県久留米市京町247-6
代表する者　小林　哲治

二代目
しんわかい

親和会
（勢力範囲：１県）
（構成員数：約40人）
香川県高松市塩上町2-14-4
代表する者　 良　博文

たいしゅうかい

太州会
（勢力範囲：１県）
（構成員数：約70人）
福岡県田川市大字弓削田1314-1
代表する者　日高　博

四代目
ふくはくかい

福博会
（勢力範囲：２県）
（構成員数：約70人）
福岡県福岡市博多区千代5-18-15
代表する者　金　國泰

なみかわかい

浪川会
（勢力範囲：１都５県）
（構成員数：約170人）
福岡県大牟田市八江町38-1
代表する者　朴　政浩

三代目
きょうどうかい

俠道会
（勢力範囲：５県）
（構成員数：約70人）
広島県尾道市山波町3025-1
代表する者　池澤　

六代目
きょうせいかい

共政会
（勢力範囲：１県）
（構成員数：約120人）
広島県広島市南区南大河町18-10
代表する者　荒瀬　進

四代目
こざくらいっか

小桜一家
（勢力範囲：１県）
（構成員数：約50人）
鹿児島県鹿児島市甲突町9-24
代表する者　平岡　喜榮

ぎょくりゅうかい

旭 琉 會
（勢力範囲：１県）
（構成員数：約230人）
沖縄県中頭郡北中城村字島袋
1362
代表する者　永山　克博

こうべやまぐちぐみ

神戸山口組
（勢力範囲：１都１道２府12県）
（構成員数：約330人）
兵庫県神戸市中央区二宮町3-10-7
代表する者　井上　邦雄

六代目
やまぐちぐみ

山口組
（勢力範囲：１都１道２府40県

）（構成員数：約3,800人）
兵庫県神戸市灘区篠原本町4-3-1
代表する者　篠田　建市

きずなかい

絆 會
（勢力範囲：１都１道１府９県）
（構成員数：約70人）
兵庫県尼崎市戸ノ内町３-32-6
代表する者　金　禎紀
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大分

山口 広島
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そうあいかい

双愛会
（勢力範囲：２県）
（構成員数：約100人）
千葉県市原市潤井戸1343-8
代表する者　椎塚　宣

かんとうせきねぐみ

関東関根組
（勢力範囲：１都１道３県）
（構成員数：約100人）
茨城県土浦市桜町4-10-13
代表する者　大塚　逸男

いながわかい

稲川会
（勢力範囲：１都１道15県）
（構成員数：約1,900人）
東京都港区六本木7-8-4
代表する者　辛　炳圭

すみよしかい

住吉会
（勢力範囲：１都１道１府14県）
（構成員数：約2,400人）
東京都港区赤坂6-4-21
代表する者　小川　修

きょくとうかい

極東会
（勢力範囲：１都12県）
（構成員数：約350人）
東京都新宿区歌舞伎町2-18-12
代表する者　髙橋　仁

まつばかい

松葉会
（勢力範囲：１都７県）
（構成員数：約330人）
東京都台東区西浅草2-9-8
代表する者　伊藤　義克

（勢力範囲：
（構成員数：
岡山県岡山市北区田町2-12-2
代表する者　金　孝志

１道３県）
約70人）

七代目
ごうだいっか

合田一家
（勢力範囲：２県）
（構成員数：約40人）
山口県下関市竹崎町3-13-6
代表する者　金　教煥

指定暴力団の状況
令和4年末現在

2

暴
力
団
情
勢

企
業
対
象
暴
力

行
政
対
象
暴
力

暴
追
セ
ン
タ
ー

資

料



主要団体等注の令和４年における主な動向は、次のとおりです。
●六代目山口組
神戸山口組との間で「特定抗争指定暴力団等」としての指定の期限が延長されたことなどを受け、警戒区域外で執行
部会やブロック会議を開催しています。
令和４年２月に幹部の降格人事を行う一方、同年３月に死去した直系組長の跡目を継承した組員を直参に昇格させる
など、体制の維持を図っています。
同年 12月、池田組との間で「特定抗争指定暴力団等」に指定されました。
● 神戸山口組
六代目山口組との間で「特定抗争指定暴力団等」としての指定の期限が延長されたことなどを受け、警戒区域外で会
合を開催しています。
令和４年８月及び 10月に直系組長の絶縁・除籍を行ったが、昇格人事を行うことで体制の維持を図っています。
● 絆會
執行部会やブロック会議等の会合を開催しているほか、本部長や若頭補佐への昇格人事を行うことで体制の維持を
図っています。
● 池田組
岡山県内において、定例会等の会合を開催しています。
令和４年 12月、六代目山口組との間で「特定抗争指定暴力団等」に指定されました。
● 住吉会
令和４年３月から４月にかけて昇格人事及び直系組織の代表継承を行い、組織の活性化を図っています。
同年５月に死去した代表の葬儀が傘下組織事務所において行われるとともに、埼玉県内の住吉会関連施設において、
会長以下約 350人が出席し、四十九日法要が開催されました。
六代目山口組への時候挨拶を行うなど、その関係を維持しています。
● 稲川会
令和４年４月に直参への昇格人事を行ったほか、同年10月に新たに直参となった者に関する「親子縁組盃儀式」及び

新たに直系組織の代表となった者に関する「一家代目継承盃儀式」を開催するなど組織の維持及び活性化を図っています。
六代目山口組への時候挨拶を行うなど、その関係を維持しています。

● 凶悪化
　暴力団は、自己の意に沿わない事業者に対して、拳銃の
発砲、手りゅう弾の投てき、放火等といった報復、見せし
めとみられる襲撃事件を敢行したり、組織内部の争いから、
銃器を用いた対立抗争事件を引き起こしたりするなど、凶
悪事件を敢行しています。
●不透明化
　暴力団対策法が施行された後、暴力団は組事務所から代
紋、看板等を撤収し、名簿等に構成員の氏名を記載せず、
暴力団を示す名刺を使用しないなど、組織実態に関する事
実を隠ぺいする傾向が強まってきています。
　また、活動形態においても、社会運動や政治活動を仮装、
標ぼうするなど、不透明化の傾向が一層顕著になってきて
います。
●資金獲得活動の多様化
　覚醒剤、賭博等の伝統的な資金獲得活動や民事介入暴力、
行政対象暴力等に加え、その組織実態を隠ぺいしながら、
建設業、金融・証券市場へ進出して、企業活動を仮装した
一般社会での資金獲得活動を活発化させています。
　また、公共事業に介入して資金を獲得したり、公的融資
制度等を悪用した詐欺事件や特殊詐欺事件等を多数敢行す
るなど、社会経済情勢の変化に応じた多種多様な資金獲得
活動を行っています。

◆ 暴力団の資金獲得活動の変遷

●寡占化
　主要団体等の組織勢力の寡占化が続いています。令和
４年末のこれら主要団体等の暴力団構成員等の総数は
16,100 人で、暴力団全体の 71.9％を占めています。

主要団体等の状況

暴力団の特徴

建設業、産廃業、不動産業、
貸金業等の事業活動への進出

不動産取引への介入
大量の株取引
リゾート開発への介入

民事介入暴力

企業対象暴力

金融機関等の不良債権処理

行政対象暴力

覚醒剤の密売、恐喝、賭博、ノミ行為など
伝 統 的 資 金 源

各種詐欺事犯

昭和30年代

昭和40年代

昭和50年代

バブル経済期

バブル経済崩壊後

現 在

資 金 獲 得 活 動 の 多 様 化

「脅し」か
ら

「騙し」へ

注： 平成 27年以降は、六代目山口組、神戸山口組、住吉会及び稲川会を「主要団体」として表記していましたが、平成 30年以降は、絆會を含む５団体を、
令和３年以降は、池田組を含む６団体を「主要団体等」として表記しています。
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